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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線接続機能と無線ビーコンとを備えた複数の印刷装置、前記印刷装置に接続される携
帯装置、及び前記携帯装置と通信するサーバーを備え、印刷装置位置認識検知と印刷を行
うシステムであって、
　複数の前記印刷装置は、前記印刷装置を特定する情報を含む前記無線ビーコンを送信し
、
　前記サーバーは、前記印刷装置を特定する前記情報と前記印刷装置の物理的位置を対応
付けて登録され、
　前記携帯装置は、前記無線ビーコンに含まれる前記印刷装置を特定する前記情報を検知
すると、前記印刷装置を特定する前記情報を前記サーバーに送信し、
　前記携帯装置が、複数の前記印刷装置のそれぞれから送信された前記無線ビーコンの無
線信号強度に基づいて、複数の前記印刷装置の内で前記携帯装置の最近位置にある印刷装
置を判断した場合に、前記最近位置にある印刷装置は、前記無線接続機能を用いて前記携
帯装置と接続し、
　前記サーバーは、前記携帯装置から送信された前記印刷装置を特定する前記情報と、登
録された前記印刷装置の前記物理的位置に基づいて、前記携帯装置の物理的位置を推定し
、推定した前記携帯装置の前記物理的位置に関連する認識位置関連情報を前記携帯装置に
送信し、
　前記携帯装置は、前記認識位置関連情報の印刷命令を前記最近位置にある印刷装置に送
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信し、
　前記最近位置にある印刷装置は、前記無線接続機能を介して、前記携帯装置から前記認
識位置関連情報を印刷する前記印刷命令を受信し、前記認識位置関連情報を印刷するシス
テム。
【請求項２】
　請求項１に記載のシステムであって、
　前記無線ビーコンは、前記印刷装置のネットワークＩＤを送信し、
　前記携帯装置は、前記最近位置にある印刷装置の前記無線接続機能とネットワークＩＤ
とを用いて、前記最近位置にある印刷装置に接続し、前記印刷命令を前記最近位置にある
印刷装置に送信するシステム。
【請求項３】
　請求項１に記載のシステムであって、さらに
　前記携帯装置は、領収書を生成し、前記領収書は、前記最近位置にある印刷装置の構成
と前記携帯装置との連携の結果、前記最近位置にある印刷装置にて自動的に印刷されるシ
ステム。
【請求項４】
　請求項３に記載のシステムであって、さらに
　前記携帯装置は、手動での選択を行うことなく、前記最近位置にある印刷装置を選択し
、
　前記携帯装置は、前記領収書を前記印刷装置に送信するシステム。
【請求項５】
　請求項１に記載のシステムであって、さらに
　前記携帯装置は、前記印刷命令を前記最近位置にある印刷装置に送信したことに応じて
、前記携帯装置が前記最近位置にある印刷装置に近づいている、または遠ざかっているこ
とを示す視覚的表示を有するシステム。
【請求項６】
　請求項１に記載のシステムであって、さらに
　前記携帯装置は、前記印刷命令を前記最近位置にある印刷装置に送信したかを示す視覚
的表示を有するシステム。
【請求項７】
　請求項１に記載のシステムであって、さらに
　前記携帯装置は、直接的無線接続と無線ルーターのどちらを介して前記印刷装置に接続
するかを選択するシステム。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　印刷装置や他の電子装置は、無線接続機能を備えるようになってきている。携帯装置や
パーソナルコンピューターなどのユーザー装置は、無線で携帯電話ネットワークやＷｉＦ
ｉ（登録商標）TM（ワイヤレス・フィディリティー）、一般的なＩＥＥＥ８０２．１１に
接続され、これらネットワークを介して印刷装置や他の装置と接続可能な構成であること
が多い。このような接続機能により、ユーザー装置は文書の印刷をしたり、印刷装置にア
クセスしてインク残量の確認をしたりすることが可能になっている。また、無線接続機能
は、例えば、販売促進や購買客への電子製品展示を、より良いものにするのにも利用可能
である。近年、無線ビーコンの送信機能（例えば、ｉＢｅａｃｏｎ（登録商標）TM、オー
プンソースのＥｄｄｙｓｔｏｎｅ（登録商標）TM、一般的なＩＥＥＥ ８０２．１１また
はＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）TM等の広告パケットを使用し、各装置にＵＵＤＩ（ｕ
ｎｉｖｅｒｓａｌｌｙ　ｕｎｉｑｕｅ　ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ））が付与された無線装置
も登場している。これにより接続性と通信の面で可能性が更に広がった。本願の実施形態
は、これを鑑み完成されたものである。
【発明の概要】
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【０００２】
　いくつかの実施形態によれば、印刷装置を特定し、印刷を行う印刷方法が提供される。
本方法は、複数の印刷装置のそれぞれから、無線ビーコンを送信する送信工程を含む。本
方法は、無線ビーコンの無線信号強度に基づいて、上記複数の印刷装置の内のどの印刷装
置が携帯装置の最近位置にあるかを判定することと、該印刷装置を上記無線ネットワーク
を介して選択し接続することと、該印刷装置に上記命令を送信することと、を行う携帯装
置から、情報を印刷する命令を上記無線ネットワークを介して該印刷装置において受信す
る受信工程と、本方法は、上記携帯装置により選択された上記印刷装置において、上記命
令に基づいて上記情報を印刷する印刷工程とを含む。
【０００３】
　いくつかの実施形態によれば、プロセッサーにより実行されると、該プロセッサーが方
法を実行する命令が記憶された有形の非一時的なコンピューター読取可能記録媒体が提供
される。上記プロセッサーにより実行される方法は、上記プロセッサーを備える印刷装置
から無線ビーコンを送信する送信工程を含む。上記方法は、無線ビーコンの無線信号強度
に基づいて上記複数の印刷装置の内のどの印刷装置が上記携帯装置に対する最近位置にあ
るのかについての携帯装置による判断に応じて、印刷装置と上記携帯装置を無線ネットワ
ーク接続を介して接続する工程を含み、上記携帯装置が該印刷装置を最近位印刷装置とし
て選択するように構成されている。上記方法は、情報を印刷する命令を無線ネットワーク
接続を介して上記携帯装置から受け取る工程と、上記携帯装置により指示されたように上
記情報を印刷する工程を含む。
【０００４】
　いくつかの実施形態において、印刷装置位置認識検知機能と印刷機能を備えたシステム
を提供する。上記システムは、無線接続機能と無線ビーコンを備えた印刷装置を備える。
上記印刷装置は、無線ビーコンの無線信号強度に基づいて上記複数の印刷装置の内のどの
印刷装置が上記携帯装置に対する最近位置にあるのかについての携帯装置による判断に応
じて、印刷装置と上記携帯装置を無線ネットワーク接続を介して接続するように構成され
る。上記印刷装置は上記無線接続機能を介して、上記携帯装置から印刷する情報を受け取
り、上記情報を印刷するように構成される。
【０００５】
　上記実施形態の他の態様と効果は、記載された実施形態の概念を例示する添付の図面を
参照して説明される下記の詳細な説明により明らかになる。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
　記載された実施形態とその効果は、添付の図面を参照しながら下記の説明を読むことに
より深く理解されよう。これらの図面は記載されている実施形態に対して当業者が該実施
形態の精神と範囲から逸脱することなく実施しうる形態と詳細について何ら限定を加える
ものではない。
【図１】図１は、本明細書において説明される様々な実施形態において使用される、無線
接続で接続され、相互に通信する携帯装置と印刷装置を示す図である。
【図２】図２は、いくつかの実施形態による、図１に示す無線接続を介して印刷装置に接
続されており、移動体通信ネットワークを介してクラウドサービスと通信する携帯装置を
示す図である。
【図３】図３は、いくつかの実施形態による、図１に示す無線接続、またはＷｉ－ＦｉTM

ネットワークの何れかを介して、印刷装置に接続されており、無線ルーターによりホスト
されたＷｉ－ＦｉTMネットワークを介してクラウドサービスと通信する携帯装置を示す図
である。
【図４】図４は、いくつかの実施形態による、携帯装置を用いて印刷装置を登録し、起動
するインストーラーを示す、システムおよびシナリオの図である。
【図５】図５は、いくつかの実施形態による、印刷装置からのビーコンを検知し、使用の
認識位置関連情報を購買者に提供する携帯装置を有するユーザーを示す、システムおよび
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シナリオの図である。
【図６】図６は、いくつかの実施形態による、最も近い印刷装置において領収書を印刷す
る携帯装置を有する販売員を示す、システムおよびシナリオの図である。
【図７】図７は、いくつかの実施形態による、図４のシステムとシナリオにより実施可能
な装置構成における方法のフロー図である。
【図８】図８は、いくつかの実施形態による、図５のシステムとシナリオにより実施可能
な、販売員位置の特定と強化された販売員サービスの提供を行う方法のフロー図である。
【図９】図９は、いくつかの実施形態による図６のシステムとシナリオにより実施可能な
、印刷装置位置認識検知と印刷の方法のフロー図である。
【図１０】図１０は、本明細書にて説明する実施形態を実施可能なコンピューター装置の
一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　無線による接続が可能な場所が増加し、通常有線の接続を固定位置にて必要とした多く
の装置は、その装置とユーザーの都合の良い場所で無線接続できるようになった。このよ
うに接続性が向上した結果、装置がユーザーに提供できる機能や操作面で、新たな可能性
が広がった。無線接続機能を有するユーザー装置、特に携帯電話、携帯端末、タブレット
、ポータブルコンピューターなどの携帯装置などは、無線接続可能な印刷装置と相互に情
報をやりとり可能である。印刷装置は、通常、コンピューター装置や通信装置から指示を
受けて印刷し、インク補充など印刷装置が必要とするサービスについてこれら装置に通知
するという役割のみを有していると思われているが、以下のシステムとシナリオにて説明
するように、新規かつ予想を超えた役割を担うことができる。それらシナリオにおいて印
刷装置１０４を説明するが、本明細書における教示を参考にして、当業者は、様々な関連
するシナリオにおいて他の装置（例えば、無線接続機能を有した電子装置）を使用するこ
とに容易に想到するであろう。また、有線接続、有線ネットワーク、または無線と有線を
組み合わせた接続とネットワーク（例えば、ネットワークに有線で接続されたパーソナル
コンピューター（ＰＣ）、ネットワークに有線で接続された印刷装置、移動体通信ゲート
ウェイや無線ルーターによって有線ネットワークに無線で接続された携帯装置やパーソナ
ルコンピューターなど）が使用される様々な関連するシナリオも容易に想到されるであろ
う。
【０００８】
　図１に、本明細書にて説明する様々な実施形態において使用される無線接続１０６にて
接続され、お互いと通信する携帯装置１０２（または、無線で使用可能な他の装置やコン
ピューター）と印刷装置１０４を示す。無線接続１０６の起動と設定は、多数のプロトコ
ールの中の１つを介して行うことができ、例えば、ＢｌｕｅｔｏｏｔｈTM接続やＷｉ－Ｆ
ｉTM（ワイヤレス・フィディリティー）接続であってもよい。上記接続は、ディスカバリ
ーや直接接続リクエストにて達成されてもよい。上記装置は、ペアリングやボンディング
を使用するものであってもよいが、それに限定されない。本シナリオの一バージョンでは
、印刷装置１０４は、携帯装置１０２が検知するビーコンを（例えば、ｉＢｅａｃｏｎTM

、ＥｄｄｙｓｔｏｎｅTM、または通常のＩＥＥＥ８０２．１１プロトコールまたはＢｌｕ
ｅｔｏｏｔｈTMの無線接続機能を使用して）送信する。通常、ビーコンは、印刷のために
、該印刷装置の位置についての情報、例えば、参照するＩＰ（インターネットプロトコー
ル）アドレス、ＢｌｕｅｔｏｏｔｈTMアドレス、印刷装置ＩＤ（識別子）などを含む。そ
して、携帯装置１０２は、例えば、該印刷装置のネットワークＩＤを無線ビーコンでブロ
ードキャストするものとして使用して接続をリクエストし、印刷装置１０４に直接無線で
接続する。接続されると、携帯装置１０２と印刷装置１０４は、無線接続１０６を介して
通信可能になる。これは、無線ネットワーク接続の単一の直接的な経路（Ｌｅｇ）として
役割を果たす。携帯装置１０２を本明細書において説明する実施形態で例示するが、これ
ら実施形態はこの構成に限定されないことは理解されるであろう。例えば、いくつかの実
施形態では、従来の店頭販売地点（ＰＯＳ）の施設として、有線でネットワークに接続さ
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れている標準的なパーソナルコンピューター（ＰＣ）にビーコン受信装置を搭載する構成
であってもよい。上記ＰＣは、広告ビーコンをモニターし、最近位置にある印刷装置を選
択する構成であってもよい。本実施形態では、ＰＯＳシステムを１つの印刷装置を有する
構成とする必要はなく、上記印刷装置はネットワークに接続されるので、上記印刷装置は
、複数のホストにより使用可能である。
【０００９】
　図２に、図１に示す無線接続１０６を介して印刷装置１０４に接続され、かつ移動体通
信ネットワーク２０４を介してクラウドサービス２０２と通信する携帯装置１０２を示す
。本シナリオでは、携帯装置１０２は、移動体通信中継塔２０６を介して移動体通信ネッ
トワーク２０４に接続し、移動体通信ネットワーク２０４は、クラウド２０８（例えば、
インターネットなどの公知のグローバル通信ネットワーク）のゲートウェイ、様々なスイ
ッチ、ルーター等を介してクラウドサービス２０２に接続される。クラウドサービス２０
２は、例えばインターネットウェブサイトにおいて、クラウド２０８の情報の発信元や発
信先であってもよい。具体的なクラウドサービス２０２を、シナリオのいくつかの内容に
おいて、更に説明する。
【００１０】
　図３は、図１に示す無線接続１０６またはＷｉ－ＦｉTMネットワーク３０２を介して印
刷装置１０４に接続される、無線ルーター３０４によりホストされるＷｉ－ＦｉTMネット
ワーク３０２を介してクラウドサービス２０２と通信する携帯装置１０２を示す。無線ル
ーター３０４はクラウド２０８に接続され、携帯装置１０２はクラウドサービス２０２に
無線ルーター３０４とクラウド２０８（例えば、インターネット）を介して接続される。
２つのバリエーションの中の第１バリエーションでは、携帯装置１０２は、無線接続１０
６、例えば、ＢｌｕｅｔｏｏｔｈTMの直接無線接続を介して印刷装置１０４に直接的に接
続される。２つのバリエーションの中の第２バリエーションでは、携帯装置１０２は、Ｗ
ｉ－ＦｉTMネットワーク３０２を介して無線ルーター３０４に接続され、印刷装置１０４
はＷｉ－ＦｉTMネットワーク３０２を介して無線ルーター３０４に接続される。これによ
り、携帯装置１０２は、例えば、印刷装置１０４のネットワークＩＤを用いて、無線ルー
ター３０４を介して印刷装置１０４に接続可能になる。携帯装置１０２とクラウドサービ
ス２０２間の通信と携帯装置１０２と印刷装置１０４間の通信は、これらの接続とそのバ
リエーションにて実現される。一バリエーションにおいて、印刷装置１０４は、有線ネッ
トワーク接続を介して無線ルーター３０４に接続される。この場合でも、携帯装置１０２
は無線ルーター３０４により実現される無線ネットワークを介して印刷装置１０４に接続
される。
【００１１】
　図４は、携帯装置１０２を使用して印刷装置１０４を登録し、起動させるインストーラ
ー４０２を示す、システムとシナリオの図である。本シナリオは、印刷装置１０４などの
機器を登録し、起動させ、エンドユーザーが登録した機器をサポートするクラウドサービ
ス２０２からのサービスにアクセス可能とすることを含む。印刷装置１０４や他の電子機
器の登録は、通常ユーザーによるクラウドサービス２０２へのログイン、例えば、製造者
のウェブサイトへのログインと、印刷装置１０４のシリアル番号、販売店名、印刷装置１
０４の地理的位置などの情報の入力を含む。また、登録は、もし固有番号の設定を製造時
に済ませていないのなら、印刷装置の固有番号の設定を行い、印刷装置に搭載されている
ビーコンにて使用可能となる構成であってもよい。図４のシナリオでは、登録は印刷装置
１０４および関連するクラウドサービス２０２に接続された携帯装置１０２を使用して実
施される。この接続は、図２、図３、およびそれらのバリエーションにて示される構成、
順番、接続方法のいずれを使用したものであってもよい。図４に、印刷装置１０４を登録
し、起動するための一連の４つの工程（それぞれ、その一部として複数の動作を含んだ工
程であってもよい）を示す。関連する方法については、図７を参照して後述する。
【００１２】
　図４の第１工程では、インストーラー４０２（例えば、従業員やサービスプロバイダー
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、または印刷装置１０４の所有者）が携帯装置１０２を使用して、印刷装置１０４の製造
者または販売者に関連するクラウドサービス２０２上で印刷装置１０４を登録し、起動す
る。これは、携帯装置１０２のユーザーインターフェイスにてクラウドサービス２０２へ
のナビゲート、ユーザーＩＤとパスワードの設定または使用、製品登録（例えば、ログオ
ンの前後）の選択を含む。
【００１３】
　図４の第２工程において、携帯装置１０２は無線接続（例えば、印刷装置１０４のジェ
ネリック・アトリビュート・プロファイル（ＧＡＴＴ）サービスを使用するＢｌｕｅｔｏ
ｏｔｈTMＬＥ（低エネルギー））を使用して、印刷装置１０４と通信し、印刷装置１０４
のシリアル番号などの情報を取得する。この通信は、多くの方法にて実施可能である。携
帯装置１０２は、印刷装置１０４に情報を携帯装置１０２に返送することをリクエストす
るアプリケーション（アプリ）を搭載してもよい。または、印刷装置１０４は、携帯装置
１０２との接続時にこの情報を提供するようにプログラムされてもよい。情報は、印刷装
置１０４にて送信され、携帯装置１０２が検知可能なビーコンに載せてもよい。印刷装置
１０４にて携帯装置１０２に送信される情報は、印刷装置１０４のシリアル番号やその他
の識別子、および／またはモデル番号、名前、製造日、製造者名、ソフトウェア改訂番号
、健康状態等を含むものであってもよい。
【００１４】
　図４の第３工程において、ＧＰＳ（グローバル・ポジショニング・システム）座標およ
び／またはアドレス、または他の地理位置情報（マップ４０４によりシンボル化した情報
）を使用して上記印刷装置の地理位置を特定する。いくつかの実施形態では、地理位置情
報は、印刷装置１０４そのものからではなく、携帯装置１０２から提供される。多数の携
帯装置１０２はＧＰＳ受信部を備え、およびこの部材と関連する機能を使用して、携帯装
置１０２はＧＰＳ座標を得て、登録プロセスにおいてクラウドサービス２０２に送信する
ことができる。この動作は、地理位置情報を手入力することなく、ＧＰＳ衛星４０６と、
携帯装置１０２のＧＰＳ受信部からの情報を使用してアプリで自動的に実行可能である。
または、インストーラー４０２が携帯装置１０２のユーザーインターフェイスにアドレス
を入力し、携帯装置１０２が該アドレスをクラウドサービス２０２に送信する構成であっ
てもよい。または、携帯装置１０２が、上記印刷装置が設置されているホームアドレスま
たは会社アドレスをクラウドサービス２０２に送信する構成であってもよい。上記ホーム
アドレスまたは会社アドレスは、携帯装置１０２に保存されたアドレスリストから取得さ
れてもよいし、手入力されてもよい。他の地理的位置オプションは、移動体通信中継塔ま
たはＷｉ－ＦｉTMのルーターにより位置の特定を含んでおり、その他の地理的位置オプシ
ョンも容易に想到でき、本明細書の教示に沿う形で実施できる。
【００１５】
　図４の第４工程において、印刷装置、シリアル番号、地理的位置、販売者、等について
の情報をクラウドサービス２０２に登録する。携帯装置１０２が、印刷装置１０４から取
得した印刷装置シリアル番号や他の識別情報と携帯装置１０２から取得した地理的位置情
報、さらに（例えば、携帯装置１０２に手入力した）販売者の名前や位置をクラウドサー
ビス２０２に送信した後、クラウドサービス２０２はこれら情報の全てを該印刷装置に対
応付けて該印刷装置を登録する。例えば、これら情報の全てはサーバーに保存、データベ
ースに保存、または他のサイトに送信される。さらに他の実施形態では、携帯装置１０２
が構成情報を印刷装置１０４に送信、および／またはクラウドサービス２０２が構成情報
を印刷装置１０４に携帯装置１０２を介して送信し、印刷装置１０４が構成される。構成
情報は、ソフトウェアの更新、キャリブレーション、サンプル印刷ページ等を含んだもの
であってもよい。いくつかの実施形態では、構成情報は印刷装置の識別子としての固有番
号および／またはメッセージを含んでおり、印刷装置は、これらの何れかまたは両方を、
上記のようにビーコンにて使用する。
【００１６】
　エンドユーザーは、例えば位置に基づいて、サービスを可能にすることができる。図６
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と図７にそのような２つのシナリオを示す。上記の登録方法の一効果は、印刷装置１０４
または他の電子機器をクラウド２０８とクラウドサービス２０２に接続する必要がないこ
とである（携帯装置１０２を介した間接的な接続を除く）。携帯装置１０２は、印刷装置
１０４とクラウドサービス２０２間を中継するものとして動作する。他の効果としては、
このプロセスの自動化が可能になり、インストーラー４０２は、印刷装置１０４や携帯装
置１０２から直接取得した印刷装置シリアル番号または他の情報を手入力する必要がなく
、誤りを大幅に減少もしくは無くすことができることである。
【００１７】
　図５は、印刷装置１０４からのビーコンを検知し、使用の認識位置関連情報を購買者（
例えば、ユーザー５０２）に提供する携帯装置１０２を有するユーザー５０２を示す、シ
ステムとシナリオの図である。認識位置関連情報は、例えば、ユーザー、場所（ビジネス
、建物、住所）、装置、または、移動体通信中継塔やＷｉ－ＦｉTMルーターなどの他の装
置の位置の検知を示す情報として定義される。ユーザー位置やユーザー位置検知は、多く
のサービスプロバイダーが興味を持っている。図５のシナリオにおいて、印刷装置１０４
は、ビーコンを生成することができ、また複数の印刷装置１０４は、購買者の位置を特定
するのに使用可能なビーコンネットワークを形成することができる。印刷装置１０４に該
印刷装置１０４の位置が登録されると、該印刷装置１０４は、当該印刷装置を固有の印刷
装置ＩＤ（識別子）で特定する広告ビーコンの送信を（例えばｉＢｅａｃｏｎTMを使用し
て）開始できる。
【００１８】
　上記印刷装置の製造者のクラウドパートナー用などの１つ以上のクラウドサービス２０
２は、購買者の位置に関する情報をアプリで使用して、どの店の店内または近辺に購買者
がいるかを判断し、その購買者に認識位置関連情報を提供する。印刷装置１０４にビーコ
ンを備えることの２つの利点は、多くの印刷装置が常時電源をＯＮされている点、ビーコ
ンは印刷装置とインタラクションする必要はなく、電源の供給があればよい点である。印
刷装置１０４とビーコンの登録および／または設定は、手動で行われてもよく、図４等に
示す構成とシナリオを介して行われてもよい。図５に印刷装置１０４の位置に基づいて認
識位置関連情報をユーザー５０２の携帯装置１０２に提供する一連の４つの工程を示す。
各工程は、工程の一部として複数の動作を含んでもよい。関連する方法については、図８
を参照して後述する。
【００１９】
　図５の第１工程では、店舗、レストラン、または他の位置に配置された印刷装置１０４
は、携帯装置１０２が検知可能なビーコンを送信する。ビーコンは、広告パケットおよび
／または固有の識別子を含んだものであってもよい。この例では、ビーコンは、Ｂｌｕｅ
ｔｏｏｔｈTMＬＥ（低エネルギー）を使用して発信される。いくつかの実施形態では、ビ
ーコンはＢｌｕｅｔｏｏｔｈTMの広告パケットに基づく。
【００２０】
　図５の第２工程では、ユーザーが店舗近辺に通りかかる、または店内に入ってくると、
ユーザーの携帯装置１０２がビーコンパケットを検知し、ユーザーにアプリケーション（
アプリ）を起動することを促す。これは、携帯装置上にアプリを起動するオプションを表
示するなど、ユーザーに通知する形態であってもよい。または、ビーコンの存在をモニタ
ーし、ビーコンを検知すると自動的機能を起動するアプリを起動させる構成であってもよ
い。どちらの場合でも、アプリはクラウドサービス２０２と通信する。
【００２１】
　図５の第３工程では、上記ビーコン情報を使用して、ユーザーの位置を特定する。主な
効果の一つは、ＧＰＳによる地理位置情報を特定できないような店舗やショッピングモー
ル内でも本技術は機能する点である。他の効果は、ユーザーが携帯装置１０２のＧＰＳ機
能をオフにしている時や携帯装置１０２がＧＰＳ座標を他者に送信できないようにしてい
る時でも本技術は機能する点である。ユーザーの位置特定は推論に基づいて行われるが、
これには印刷装置１０４の物理的位置を、例えば、図４を参照して説明した技術を使用し
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たり、ビーコンにて配信される情報に対応して印刷装置１０４の物理的位置を手動で登録
したりして、クラウドサービス２０２に登録することが必要になる。この登録は、ＧＰＳ
座標、住所、場所の名称（具体的な店舗名や店舗内の部署名など）等として印刷装置１０
４の物理的位置を記録するものであってもよい。そして、（例えば、購買者の）携帯装置
１０２は、印刷装置１０４のビーコンと、ビーコンに含まれる、印刷装置１０４を特定す
る情報を検知すると、印刷装置１０４を特定する情報をクラウドサービス２０２に送信す
る。これは、図５の第２工程にて説明したように、携帯装置１０２においてユーザーが起
動したアプリ、または携帯装置１０２にて起動中のアプリを用いて、図２に示すような移
動体通信ネットワーク２０４を介して、または図３に示すようなＷｉ－ＦｉTMを介してし
て行われてもよい。変形例において、このプロセスは自動的に行われてもよく、手動で指
示されるものでもよい。印刷装置１０４のビーコン検知可能な近辺に携帯装置１０２があ
る時、クラウドサービス２０２は、携帯装置１０２の物理的位置が印刷装置１０４のそれ
に近いと推測する。物理的位置が印刷装置１０４を特定する情報と対応付けされてクラウ
ドサービス２０２に登録、または上記登録がされている他のクラウドサービス２０２等の
情報源とクラウドサービス２０２間で共有されるため、クラウドサービス２０２は、携帯
装置１０２の物理的位置を参照して印刷装置１０４の物理的位置を推定することができる
。つまり、クラウドサービス２０２は、印刷装置１０４を特定する情報に対応付けされた
印刷装置１０４のビーコン検知近辺内に携帯装置１０２の位置があると判断する。印刷装
置１０４の登録した物理的位置と、印刷装置１０４を特定する情報、印刷装置１０４の近
辺にある携帯装置１０２、および携帯装置１０２のオペレーターとしてのユーザーを対応
するものとすることにより、クラウドサービス２０２はユーザーの物理的位置を推定する
。これは、ＧＰＳや携帯装置１０２自体の位置情報を使用することなく行われる。
【００２２】
　図５の第４工程では、例えばユーザーの物理的位置を推定するクラウドサービス２０２
などのパートナーサービスや、他のクラウドサービス２０２は、ユーザーに認識位置関連
情報を供給する。認識位置関連情報とは、その位置、この場合では、ユーザー、携帯装置
１０２、および印刷装置１０４の位置に関連する情報である。よって、例えば、クラウド
サービス２０２が携帯装置１０２に送信する認識位置関連情報は、該印刷装置が配置され
た店舗で有効なクーポンや、該印刷装置１０４の近辺で存在／提供される店舗、製品、ま
たはサービスの広告、メッセージ、通知などが挙げられる。印刷装置１０４がレストラン
の中や近辺にある具体例では、認識位置関連情報としては、レストランのメニューや、そ
の日の特別な料理などが挙げられる。認識位置関連情報としては、クーポン５０４、注文
書、製品やサービスの情報の印刷オファーが挙げられる。そのようなオファーを受け取る
と、携帯装置１０２はこのオファーを携帯装置１０２のユーザーインターフェイスに表示
する構成であってもよい。ユーザーがクーポン５０４、注文書、または製品やサービス情
報を印刷するシンボルを選択すると、携帯装置１０２は、携帯装置１０２がそのビーコン
を検知した印刷装置１０４に、印刷を行う指示を送信する。そして、印刷装置１０４は、
クーポン５０４、注文書、または製品やサービス情報を印刷する。一変形例では、複数の
印刷装置が使用可能である場合は、図６を参照して下記に説明する方法を用いて、携帯装
置１０２は最近位置にある印刷装置を選択し、その印刷装置に印刷命令を送信する。
【００２３】
　図６は、最近位置にある印刷装置において領収書６０４を印刷する携帯装置１０２を販
売員６０２有する場合を示す、システムとシナリオの図である。販売業界では、購買者へ
の販売サービス向上のためｉＰａｄ（登録商標）TM、ｉＰｈｏｎｅ（登録商標）TMや様々
なタブレットなどの携帯装置１０２が益々販売者に使用される。シームレスなサービスを
提供するために、販売員６０２は顧客のために注文を受け付け、顧客にタブレットや他の
携帯装置１０２を使用して支払いをさせることができる。図６のシナリオでは、販売員６
０２は、手動で印刷装置１０４の選択や印刷装置１０４への接続を行うことなく、Ｗｉ－
ＦｉTMやＢｌｕｅｔｏｏｔｈTMを介して領収書６０４を最近位置にある印刷装置１０４に
て印刷したり、数台または多数の印刷装置に近づいてその印刷装置１０４にて印刷を行っ
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たりすることができる。印刷装置１０４、または各印刷装置１０４は、該印刷装置１０４
のネットワークＩＤについての情報を送信するのに使用可能なビーコン（例えば、ｉＢｅ
ａｃｏｎTM）を備える。この情報を携帯装置１０２とコンピューターにより検知し、無線
信号の強度によって、どの印刷装置１０４が最近位置にあるかを決定することができる。
図６に、最近位置にある印刷装置１０４を自動的に選択し、その印刷装置１０４を使用し
て印刷を行う一連の２つの工程を示す。なお、各工程はその一部として複数の動作を含ん
だものであってもよい。関連する方法については、図９を参照して後述する。
【００２４】
　図６の第１工程において、タブレットなどの携帯装置１０２は、異なる印刷装置１０４
からのビーコンを検知する。例えば、携帯装置１０２はビーコンの検知を常時または領収
書６０４の印刷の事前に行うアプリを備えた構成であってもよい。各ビーコンは、対応す
る印刷装置１０４の固有の識別子を有し、携帯装置１０２は印刷装置１０４を識別可能で
ある。
【００２５】
　図６の第２工程において、携帯装置１０２（例えば、タブレット）は、領収書６０４を
印刷するために、最近位置にある印刷装置１０４を選ぶ。これをするため、携帯装置１０
２は、印刷装置１０４のビーコンなどの受信無線信号の信号強度を測定する、携帯装置の
受信信号強度表示（ＲＳＳＩ）機能を利用してもよい。個々の印刷装置１０４や他の電子
装置は、製造上のばらつき、モデルのばらつき、設計の違い、部品の劣化、部品交換、等
などや、信号強度を吸収、反射、変化させる他の近辺にある構造により、送信信号の強度
についてバラつきが生じうる。例えば、ＡｐｐｌｅＴａｌｋ（登録商標）TMを使用する装
置には、キャリブレーション機構を有するものがあり、上記の要因の１つ以上を補正する
情報がビーコン情報に加えられる。
【００２６】
　それでも、上記の全要因やキャリブレーションの有無にかかわらず、受診信号強度によ
れば、印刷装置１０４や他の電子装置が信号の受信元、つまり、この場合は携帯装置１０
２に近いことを高い確率で推定できる。複数のビーコンの受信信号強度を比較することで
、携帯装置１０２はどの受信信号強度が最も大きいか特定し、どのビーコンと印刷装置１
０４にその最も大きい受信信号強度が対応するかを特定できる。各ビーコンは識別情報を
有しており、それにより携帯装置１０２は、最も大きい受信信号強度を有するビーコンに
対応する印刷装置１０４を特定できる。特定したら、携帯装置１０２は、その携帯装置１
０２において最も受信信号強度が大きい印刷装置１０４を最近位置にある印刷装置１０４
として選択する。そして、携帯装置１０２は、まだ該印刷装置１０４に接続していない場
合は、該印刷装置１０４に直接無線接続（図１と図２や、図３の選択肢の１つに図示）ま
たは無線ルーター（図３の他の選択肢に図示）を介して接続する。携帯装置１０２のビー
コン検知範囲内にある印刷装置１０４がひとつだけだった場合、携帯装置１０２はその印
刷装置１０４を最近位置にある印刷装置として選択する。いくつかの実施形態では、携帯
装置１０２は継続的に様々な印刷装置１０４に接続されており（例えば、無線接続範囲内
にいる時や印刷装置１０４がオンラインの時）、印刷リクエストや印刷リクエスト群ごと
に最も近い印刷装置１０４の選択を行う。
【００２７】
　最近位置にある印刷装置１０４を選択後、携帯装置１０２は、領収書６０４やその他の
関連文書や情報を印刷するために、無線接続（例えば、ＢｌｕｅｔｏｏｔｈTMまたはＷｉ
－ＦｉTM）を介して命令をその印刷装置１０４に送信する。選択された印刷装置１０４は
、命令に基づいて領収書６０４やその他の関連文書や情報を印刷する。これは、携帯装置
１０２と単数または複数の印刷装置１０４にて自動的に、つまり手動で印刷装置１０４を
選択し、携帯装置１０２とその印刷装置１０４とを接続する作業を経ることなく行われる
。他のシチュエーションの場合や、他のタイプの文書や情報の印刷の場合、他のタイプの
電子装置の場合でも、本明細書の教示に基づいて他の実施形態を考案することができる。
【００２８】
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　図７は、図４のシステムとシナリオを実施しうる装置の構成についての方法のフロー図
である。特に、本方法は、携帯装置と、印刷装置またはその他の電子装置のプロセッサー
により実施されてもよい。
【００２９】
　工程７０２では、携帯装置が無線接続を介して印刷装置に接続される。工程７０４では
、印刷装置のシリアル番号、または他の印刷装置の識別子を印刷装置から携帯装置に無線
接続を介して送信される。これは、携帯装置からのリクエストに応じて行われてもよく、
または様々な実施形態において、そのようなリクエストなしに印刷装置により送信される
。変形例においては、有線ネットワークなどの有線接続を介して、印刷装置から携帯装置
、またはパーソナルコンピューターなどの他の装置へ情報を発信する。工程７０６では、
地理位置情報を携帯装置から取得する。例えば、携帯装置のアプリは、携帯装置のＧＰＳ
機能を利用して、手入力を行わずに、ＧＰＳ座標を取得することができる。または、ユー
ザーは、例えば、促された場合に、アドレスやその他の地理位置情報を手入力で携帯装置
に入力してもよい。
【００３０】
　工程７０８では、シリアル番号またはその他の印刷装置識別子、および地理位置情報を
、その他の登録情報と共に、携帯装置からクラウドサービスに送信し、印刷装置の登録を
行う。この工程は、クラウドサービスが接続されているインターネットやその他のネット
ワークへの携帯装置の接続機能を利用して行われる。工程７１０では、携帯装置は、クラ
ウドサービスから印刷装置の更なる識別子を受け取る。工程７１２では、携帯装置は、印
刷装置への無線接続を介して印刷装置を設定する。
【００３１】
　工程７１４では、印刷装置の上記更なる識別子を携帯装置から印刷装置に送信する。工
程７１６では、印刷装置は、ビーコンを、携帯装置を介してクラウドサービスから取得し
た、印刷装置の上記更なる識別子と共に送信する。これら工程７１４と７１６は、本方法
のいくつかのバージョンにて実行されるが、本方法の他のバージョンではその実行は任意
であってもよく、または実行されなくてもよい。
【００３２】
　図８は、図５のシステムとシナリオにて実行可能な、購買者の位置を特定し、より良い
購買者サービスを提供する方法のフロー図である。本方法は、携帯装置と、印刷装置また
はその他の電子装置のプロセッサーにより実施されてもよい。
【００３３】
　工程８０２では、印刷装置を特定する情報と、該印刷装置の物理的位置をクラウドサー
ビスに登録する。工程８０４では、ビーコンを印刷装置から、該印刷装置を特定する情報
と共に送信する。工程８０６では、携帯装置においてビーコンを検知する。携帯装置は、
工程８０８にて、ビーコンから上記印刷装置を特定する情報を取得し、工程８１０にて、
クラウドサービスに、上記印刷装置を特定する情報を送信する。
【００３４】
　工程８１２では、（携帯装置から受領した）印刷装置を特定する情報に基づいてクラウ
ドサービスは携帯装置の位置、（上記印刷装置を特定する情報に対応して登録済みの）印
刷装置の物理的位置、および携帯装置が印刷装置のビーコン検知可能範囲にあることを判
断する。つまり、クラウドサービスは、携帯装置がビーコンを検知可能かつ該印刷装置を
特定する情報を送信可能なほど印刷装置に近く、従って、携帯装置が、該印刷装置の登録
をクラウドサービスが参照して求めた該印刷装置の物理的位置に近い場所にあると推定す
る。工程８１４では、クラウドサービスは認識位置関連情報を携帯装置に送信する。クラ
ウドサービスによって推定された携帯装置の位置に基づき、認識位置関連情報をその位置
に好適なように調整でき、例えば、印刷装置の位置近辺の店舗（またはサービス提供会社
の店舗）、その店舗が提供する製品、サービス、特別オファーなどについての情報を含む
ように認識位置関連情報を調整してもよい。
【００３５】
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　工程８１６では、印刷をする命令が携帯装置から印刷装置に送信される。例えば、認識
位置関連情報がユーザーが印刷を希望するクーポンや製品やサービスについての情報を含
んでいる場合は、命令の送信は認識位置関連情報の受信に応答するものであってもよい。
また、印刷装置を特定する情報をクラウドサービスに送信する例では、認識位置関連情報
に基づいて選択された情報を印刷することを提案するユーザーインターフェイスを備えて
もよい。
【００３６】
　図９は、図６のシステムとシナリオにおいて実施可能な印刷装置位置認識検知と印刷の
フロー図である。本方法は、携帯装置と、印刷装置またはその他の電子装置のプロセッサ
ーにより実施されてもよい。
【００３７】
　工程９０２では、ビーコンを印刷装置から送信する。例えば、ビーコンは、図１を参照
して説明したようにｉＢｅａｃｏｎTMやＢｌｕｅｔｏｏｔｈTMを使用して送信された無線
ビーコンであってもよい。工程９０４では、携帯装置は、印刷装置のビーコンの検知を行
う。工程９０６では、携帯装置は、各ビーコンの受信信号強度を測定する。これは、図６
を参照して上述したように携帯装置のＲＳＳＩ機能を使用して行われてもよい。
【００３８】
　工程９０８では、携帯装置は、無線ビーコンの受信信号強度に基づいて最近位置の印刷
装置を特定する。これを行うため、図６を参照して説明したように、携帯装置が最も強い
受信信号強度を特定し、どのビーコンと印刷装置がそれに対応するかを判断する。携帯装
置は、これに基づき最近位置にある印刷装置を選択する。
【００３９】
　工程９１０では、無線ネットワーク接続を介して、携帯装置から選択された最近位置に
ある印刷装置に命令が送信され、領収書やその他の情報が印刷される。無線ネットワーク
接続は、例えば、ＢｌｕｅｔｏｏｔｈTMを使用するなど、携帯装置と印刷装置の直接無線
接続であってもよい。または、無線ネットワーク接続は、例えば、携帯装置と印刷装置を
中継する無線ルーターを使用するなど、Ｗｉ－ＦｉTMを介したものであってもよい。
【００４０】
　工程９１２では、選択された印刷装置で、印刷命令を無線ネットワーク接続を介して受
信する。工程９１４では、領収書や他の情報が、選択された印刷装置で印刷される。
【００４１】
　本明細書にて記載する上記の方法やシナリオ、工程、技術は、本明細書の教示、印刷装
置の構成や１つ以上のユーザー装置との協働に基づいて様々に組み合わされることができ
る。例えば、ビーコンと図５のシナリオと図８の方法で発信された認識位置関連情報を利
用して、購買者に対して店舗への来店を促してもよい。来店した購買者には他のビーコン
を利用して店舗内の様々な場所を紹介してもよい。購買者は、図５と図６のシナリオと図
８と図９の方法に基づく技術の組み合わせを用いて、最近位置にある印刷装置にてクーポ
ンを印刷することを希望するかもしれない。そして、同じ携帯装置または他の携帯装置と
図６と図９に示す技術を用いて、購買者は製品やサービスを選択し、販売員（または購買
者）は最近位置にある印刷装置にて領収書を生成し、印刷する。もし購買される製品が印
刷装置の場合、該印刷装置の登録と設置は、同じまたは別の携帯装置と、図４に示す技術
と図７の方法を用いて行われてもよい。これらシナリオの何れか、特に図５と図６のシナ
リオにおいて、携帯装置は、自機とユーザーがビーコンの発信元である印刷装置に対して
近づく、または遠ざかっていること、または携帯装置とユーザーとビーコンの発信元間の
相対的な距離を、受信信号強度に基づき、表示するよう構成されても良い。これは、購買
者を製品やサービスのエリアに導いたり、販売員を、携帯装置により印刷のために自動的
に選択された印刷装置に導いたりするのに利用可能である。例えば、印刷装置の名前や位
置などにより、いくつかの印刷装置の内のどれに対して領収書や他の情報を印刷する命令
が送信されたかを示すように携帯装置は構成されてもよい。その表示は目視的な表示であ
ってもよい。この２つの機能は組み合わされて、携帯装置が印刷に選択した印刷装置に携
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帯装置が近づくまたは遠ざかっていることを携帯装置が示すように構成することも可能で
ある。これにより、比較的近い場所に複数の印刷装置があり、どの印刷装置が領収書を印
刷するのか（したのか）分からない場合に、販売員が領収書を探すのが容易になる。また
、ビーコンと無線接続を有する他のタイプの製品についても他のシナリオや方法を開発す
ることもできよう。
【００４２】
　本明細書において説明した方法は、従来の汎用型コンピューターシステムなどのデジタ
ル処理システムにて実施可能なことは理解されよう。たった１つの機能を実行するように
設計またはプログラムされた専用コンピューターも使用可能である。図１０は、本明細書
にて説明する実施形態を実施可能なコンピューター装置の一例を示す図である。図１０の
コンピューター装置は、いくつかの実施形態に基づいて、情報の入力、生成、対応付け、
読出、通信の機能の実施形態を実施するために使用され、印刷装置は、表示装置として使
用されてもよい。コンピューター装置は、バス１００５を介してメモリー１００３と大容
量記憶装置１００７に接続された中央処理ユニット（ＣＰＵ）１００１を備える。大容量
記憶装置１００７は、フロッピー（登録商標）ディスクや固定型ディスクドライブなどの
持続的なデータ記憶装置であり、いくつかの実施形態ではローカルまたは遠隔的に備えら
れる。メモリー１００３は読み出し専用メモリー（ＲＯＭ）、ランダムアクセスメモリー
（ＲＡＭ）等を備えるものであってもよい。いくつかの実施形態によれば、コンピュータ
ー装置に実装されるアプリはメモリー１００３や大容量記憶装置１００７などのコンピュ
ーター読取可能記録媒体上に記憶される、またはコンピューター読取可能記録媒体を介し
てアクセスされるものであってもよい。アプリは、コンピューター装置のネットワークモ
デムまたは他のネットワークインターフェイスを介して変調やアクセスされる変調電気信
号の形態のものであってもよい。いくつかの実施形態では、ＣＰＵ１００１を汎用プロセ
ッサー、専用プロセッサー、または専用にプログラム可能なロジック装置にて具現化して
もよい。
【００４３】
　表示装置１０１１は、ＣＰＵ１００１、メモリー１００３、および大容量記憶装置１０
０７にバス１００５を介して通信可能である。表示装置１０１１は、本明細書に記載した
システムに対応する視覚化ツールや通知を表示するように構成される。出入力装置１００
９は、ＣＰＵ１００１に命令選択の情報の通信のため、バス１００５に接続される。外部
装置と送受信されるデータは出入力装置１００９を介して通信されてもよいことは理解さ
れるであろう。ＣＰＵ１００１を、本明細書に記載の機能を実行し、図１～９を参照して
説明された機能を実現するものとして定義することも可能である。いくつかの実施形態で
は、この機能を具現化するコードは、ＣＰＵ１００１などのプロセッサーにて処理される
ように、メモリー１００３または大容量記憶装置１００７に保存されてもよい。コンピュ
ーター装置のオペレーティングシステムは、ｉＯＳ（登録商標）TM、ＭＳ－ＷＩＮＤＯＷ
Ｓ（登録商標）TM、ＯＳ/２（登録商標）TM、ＵＮＩＸ（登録商標）TM、ＬＩＮＵＸ（登
録商標）TM、その他の公知のオペレーティングシステムであってもよい。本明細書に記載
の実施形態は、物理的なコンピューターリソースで実行された仮想コンピューターシステ
ムと一体化されたものであってもよいことは理解されよう。
【００４４】
　本明細書では詳細に説明した例示的実施形態を開示した。しかし、本明細書にて開示し
た具体的な機能の詳細は、実施形態の説明のための一例である。実施形態は、多くの変形
例として具現化されてもよく、本明細書に記載の実施形態のみに限定するものとして解釈
されるものではない。
【００４５】
　様々な工程や演算を示すために第１、第２などの用語を本明細書にて使用する場合があ
るが、これら工程や演算はその用語により限定されるものではない。これらの用語はある
工程または演算を他のものと区別するために使用されるだけである。本開示の範囲から逸
脱することなく、例えば、第１演算は第２演算として表現されてもよく、同様に第２工程
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は第１工程と表現することができる。本明細書において、「および／または」という用語
と「／」記号は、それらを使用して列記されたものの１つまたは複数の如何なる全ての組
み合わせをも包含する意味で使用される。
【００４６】
　本明細書において、特に明記しない場合は、単数形「ａ」、「ａｎ」、および「ｔｈｅ
」は、複数の場合も包含する意味で使用される。「ｃｏｍｐｒｉｓｅｓ」、「ｃｏｍｐｒ
ｉｓｉｎｇ」、「ｉｎｃｌｕｄｅｓ」および／または「ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ」（備える、
有する、含む、設ける）という用語は、本明細書にて使用される場合、述べられている構
成、数量、工程、動作、素子、および／または部材が存在することと特定するが、その他
の構成、数量、工程、動作、素子、部材および／またはそれらの集合の１つまたは複数の
存在や追加を除外することを意味するものではない。よって、本明細書にて使用される用
語は、ある実施形態を説明する目的だけのものであり、本発明になんら限定を加えること
を意図するものではない。
【００４７】
　いくつかの変形的な実施では、記載された機能／動作は図に示された順番ではない順番
で実行される場合があることは理解されよう。例えば、連続する２つの番号は、関連する
機能／動作にもよるが、実際には、実質的に同時に実行されてもよく、または逆の順番で
実行される場合もありうる。
【００４８】
　上記実施形態を考慮すれば、これら実施形態は、コンピューターシステムに保存された
データを含む様々なコンピューターによる動作を用いるものであってもよいことは理解さ
れよう。これらコンピューター動作は、自然法則を利用して、数量的な操作を行うもので
ある。通常、これら数量は、保存、送信、組み合わせ、比較、その他の作業が可能な電気
的または磁気的信号の形態であるが、これらに限定されない。また、実行される作業は、
しばしば、生成、特定、判断、比較などの用語で称される作業である。実施形態の一部を
形成する、本明細書にて記載される動作はいずれも有益な機械動作である。また、実施形
態は、これら動作を実行する装置に関する。装置は、上記必要とされる目的のために特別
に構成されたものでもよく、またコンピューターに保存されたコンピュータープログラム
により選択的に作動または構成された汎用コンピューターであってもよい。特に、本明細
書の教示に基づいて作成されたコンピュータープログラムを用いて様々な汎用機械が使用
可能であるが、上記必要とされる動作を実行するためにより特化した専用装置を構成する
ほうがより利便性が高い場合がある。
【００４９】
　モジュール、アプリ、レイヤー、エージェント、その他の方法により動作可能なものは
、ハードウェア、ファームウェア、またはソフトウェアを実行するプロセッサー、または
それらの組み合わせとして実現可能である。本明細書におけるソフトウェアに基づいた実
施形態の開示の場合、制御装置などの物理的機器においてソフトウェアを具現化可能なこ
とは理解されるであろう。例えば、制御装置は第１モジュールと第２モジュールを備える
構成であってもよい。制御装置は、例えば、方法やアプリ、レイヤー、エージェントの様
々な動作を実行するように構成されてもよい。
【００５０】
　また、実施形態は、有体の非一時的なコンピューター読取可能記録媒体に保存されたコ
ンピューター読取可能コード（プログラム）として具現化されてもよい。上記コンピュー
ター読取可能記録媒体は、そこに保存されたデータをコンピューターシステムが読み取る
ことができるデータ保存装置であればどのようなものでもよい。コンピューター読取可能
記録媒体の例としては、ハードドライブ、ネットワーク接続ストレージ（ＮＡＳ）、読取
専用メモリー（ＲＯＭ）、ランダムアクセスメモリー（ＲＡＭ）、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－
Ｒ、ＣＤ－ＲＷ、磁気テープ、その他の光学式または非光学式データ記憶装置などが挙げ
られる。コンピューター読取可能記録媒体をネットワークに接続されたコンピューターシ
ステム上で分散された分散型の媒体とし、コンピューター読取可能コードの保存と実行を
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分散的に実施してもよい。本明細書にて記載した実施形態は、携帯型装置、タブレット、
マイクロプロセッサーシステム、マイクロプロセッサー搭載またはプログラマブルな家電
製品、ミニコンピューター、メインフレームコンピューター等を備える様々なコンピュー
ターシステム構成にて実施可能である。実施形態は、有線または無線ネットワークを介し
て接続された遠隔処理装置にてタスクが実行される分散型コンピューター環境にても実施
可能である。
【００５１】
　上記方法の工程は具体的な順番で説明されたが、記載した工程の間に他の工程を実施し
てもよく、また、記載された動作は、少し違うタイミングで実行されるように調整されて
もよく、各処理について様々な間隔で処理工程を実行可能なシステムで分散的に実行され
てもよい。
【００５２】
　さまざまな実施形態では、本明細書にて記載した方法や機構の一部以上をクラウドコン
ピューティング環境の一部を形成するものであってもよい。そのような実施形態では、１
つ以上の様々なモデルに基づいて、インターネット上でサービスとしてリソースを提供す
る構成であってもよい。その様なモデルは、インフラストラクチャ・アズ・ア・サービス
（Ｉｎｆｒａｓｔｒｕｃｔｕｒｅ　ａｓ　ａ　Ｓｅｒｖｉｃｅ（ＩａａＳ））、プラット
フォーム・アズ・ア・サービス（Ｐｌａｔｆｏｒｍ　ａｓ　ａ　Ｓｅｒｖｉｃｅ（Ｐａａ
Ｓ））、およびソフトウェア・アズ・ア・サービス（Ｓｏｆｔｗａｒｅ　ａｓ　ａ　Ｓｅ
ｒｖｉｃｅ（ＳａａＳ））などのインフラを備えたものであってもよい。ＩａａＳでは、
コンピューターインフラはサービスとして提供される。この場合、コンピューター設備は
、一般にサービスプロバイダーが所有し、運営している。ＰａａＳモデルでは、開発者が
ソフトウェアソリューションの開発に使用するソフトウェアツールと基礎設備は、サービ
スとして提供され、サービスプロバイダーによりホストされる。ＳａａＳは、典型的には
、要求に応じてサービスとしてソフトウェアのライセンシングを行うサービスプロバイダ
ーを有する。サービスプロバイダーがソフトウェアをホストしてもよく、またはサービス
プロバイダーが顧客に対して所定の時間ソフトウェアを展開させてもよい。上記モデルの
可能な組み合わせは多く、色々なものを考慮できる。
【００５３】
　様々なユニット、回路、その他の部材を、１つまたは複数のタスクを実行する「ように
構成された」ものとして説明、または、主張できる。そのような文脈では、「～するよう
に構成された」という文は、ユニット／回路／部材が動作時にその１つまたは複数のタス
クを実行する構造（例えば、回路）を備えるものであることを示す構造を含意するのに使
用される。つまり、ユニット／回路／部材について、当該ユニット／回路／部材が現在作
動中ではない（例えば、オンでない）場合でも、そのタスクを実行するように構成されて
いると言うことができる。「～するように構成された」という文言が使用されるユニット
／回路／部材としては、ハードウェア（例えば、回路や、動作等を実施するように実行可
能なプログラム命令を保存するメモリー等）を備える。ユニット／回路／部材が１つまた
は複数のタスクを実行「するように構成される」という記載は、該ユニット／回路／部材
について、米国特許法第１１２条６項（３５Ｕ.Ｓ.Ｃ.１１２、ｓｉｘｔｈ ｐａｒａｇｒ
ａｐｈ）に違反するものではない。また、「～するように構成された」ということは、ソ
フトウェアおよび／またはファームウェア（例えば、ＦＰＧＡまたは、ソフトウェアを実
行する汎用プロセッサー）にて操作され、処理対象のタスクを実行することができるよう
に動作させる上位概念的構造（例えば、包括的な回路）を備えた構成であってもよい。「
～するように構成された」は、製造プロセス（例えば、半導体製造施設）に、１つ以上の
タスクの実装または実行をするように構成された装置（例えば、集積回路）を製造させる
ことを包含してもよい。
【００５４】
　上記記載は、説明を簡便にするため、具体的な実施形態に基づいて説明した。しかし、
上記の一例としての説明は網羅的なものになることを意図したものではなく、本発明をこ
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こに開示された具体的形態に限定するものではない。上記教示を鑑み、多数の変更例や変
形例が可能である。上記実施形態は、その原理と実際的な応用例を説明するのに最適なよ
うに選ばれ、説明されており、他の当業者が実施形態と様々な変更例を、意図された使用
に好適に実施可能である。よって、本実施形態は一例であり、制限を加えるものではない
と考えられるべきであり、本発明は、本明細書に記載された詳細に限定されるものでなく
、添付の請求項の範囲と均等物の範囲において適宜変更可能なものである。
【符号の説明】
【００５５】
　１０２…携帯装置、１０４…印刷装置、１０６…無線接続、２０２…クラウドサービス
、２０４…移動体通信ネットワーク、２０６…移動体通信中継塔、２０８…クラウド、３
０２…Ｗｉ－Ｆｉネットワーク、３０４…無線ルーター、４０２…インストーラー、４０
４…マップ、４０６…ＧＰＳ衛星、５０２…ユーザー、５０４…クーポン、６０２…販売
員、６０４…領収書、１００１…ＣＰＵ、１００３…メモリー、１００５…バス、１００
７…大容量記憶装置、１００９…出入力装置、１０１１…表示装置。

【図１】 【図２】
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